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○

消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

新

旧

（
防
火
管
理
に
関
す
る
講
習
）

（
防
火
管
理
に
関
す
る
講
習
）

第
二
条
の
三

甲
種
防
火
管
理
講
習
は
、
資
格
取
得
時
に
行
う
講
習

第
二
条
の
三

（
以
下
「
取
得
時
講
習
」
と
い
う
。
）
及
び
資
格
取
得
時
後
に
令

第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
の
防
火
対
象
物
の
防
火
管
理
者

（
前
条
の
防
火
対
象
物
の
部
分
に
係
る
防
火
管
理
者
を
除
く
。
）

に
対
し
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
講
習
（
以
下

「
再
講
習
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２

取
得
時
講
習
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
知
識
及

甲
種
防
火
管
理
講
習
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
知

び
技
能
の
修
得
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
講
習
時
間

識
及
び
技
能
の
修
得
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
講
習

は
お
お
む
ね
十
二
時
間
と
す
る
。

時
間
は
お
お
む
ね
十
二
時
間
と
す
る
。

一

防
火
管
理
の
重
要
性
に
関
す
る
こ
と
。

一

防
火
管
理
の
重
要
性
に
関
す
る
こ
と
。

二

火
気
の
使
用
又
は
取
扱
い
に
関
す
る
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二

火
気
の
使
用
又
は
取
扱
い
に
関
す
る
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

三

消
防
用
設
備
等
の
点
検
及
び
整
備
並
び
に
避
難
又
は
防
火
上

三

消
防
用
設
備
等
の
点
検
及
び
整
備
並
び
に
避
難
又
は
防
火
上

必
要
な
構
造
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

必
要
な
構
造
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

消
火
、
通
報
及
び
避
難
の
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

四

消
火
、
通
報
及
び
避
難
の
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

五

防
火
上
必
要
な
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

五

防
火
上
必
要
な
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

六

消
防
計
画
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

六

消
防
計
画
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

七

防
火
管
理
者
の
責
務
に
関
す
る
こ
と
。

七

防
火
管
理
者
の
責
務
に
関
す
る
こ
と
。

八

共
同
防
火
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

八

共
同
防
火
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

３

再
講
習
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
知
識
及
び
技
能

の
修
得
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
講
習
時
間
は
お
お

む
ね
三
時
間
と
す
る
。

一

お
お
む
ね
過
去
五
年
間
に
お
け
る
防
火
管
理
に
関
す
る
法
令

改
正
の
概
要
に
関
す
る
こ
と
。
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二

防
火
管
理
者
の
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

三

火
災
事
例
等
の
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

４

乙
種
防
火
管
理
講
習
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る

２

乙
種
防
火
管
理
講
習
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
基

基
礎
的
な
知
識
及
び
技
能
の
修
得
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
と
し

礎
的
な
知
識
及
び
技
能
の
修
得
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、

、
そ
の
講
習
時
間
は
お
お
む
ね
六
時
間
と
す
る
。

そ
の
講
習
時
間
は
お
お
む
ね
六
時
間
と
す
る
。

５

消
防
本
部
及
び
消
防
署
を
置
く
市
町
村
の
消
防
長
又
は
令
第
三

３

消
防
本
部
及
び
消
防
署
を
置
く
市
町
村
の
消
防
長
又
は
令
第
三

条
第
一
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
り
総
務
大

条
第
一
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
り
総
務
大

臣
の
指
定
す
る
機
関
は
、
甲
種
防
火
管
理
講
習
の
う
ち
取
得
時
講

臣
の
指
定
す
る
機
関
は
、
甲
種
防
火
管
理
講
習
又
は
乙
種
防
火
管

習
若
し
く
は
再
講
習
又
は
乙
種
防
火
管
理
講
習
を
行
つ
た
場
合
に

理
講
習
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者

は
、
当
該
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
、
別
記
様
式
第

に
対
し
て
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
修
了
証
を
交
付
す
る
も
の

一
号
に
よ
る
修
了
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

６

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
甲
種
防
火
管
理
講
習
及
び
乙

４

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
甲
種
防
火
管
理
講
習
及
び
乙

種
防
火
管
理
講
習
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
の
細
目
は
、
消
防

種
防
火
管
理
講
習
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
の
細
目
は
、
消
防

庁
長
官
が
定
め
る
。

庁
長
官
が
定
め
る
。

（
共
同
防
火
管
理
の
協
議
を
す
べ
き
事
項
）

（
共
同
防
火
管
理
の
協
議
を
す
べ
き
事
項
）

第
四
条
の
二

（
略
）

第
四
条
の
二

（
略
）

２

強
化
地
域
に
所
在
す
る
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
防

２

強
化
地
域
に
所
在
す
る
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
防

火
対
象
物
の
う
ち
、
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四

火
対
象
物
の
う
ち
、
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四

条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
及
び
第
二
十
三
号

条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
及
び
第
二
十
三
号

に
規
定
す
る
施
設
（
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一

に
規
定
す
る
施
設
（
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
者
が
管
理
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
含
む
も
の
の

項
に
規
定
す
る
者
が
管
理
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
含
む
も
の
の

管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
は
、
前
項
第
四
号
の
消
防
計
画

管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
は
、
前
項
第
四
号
の
消
防
計
画

に
第
三
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

に
第
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

３

第
三
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
三
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
防
火
対
象
物
の
点
検
及
び
報
告
）

（
防
火
対
象
物
の
点
検
及
び
報
告
）

第
四
条
の
二
の
四

（
略
）

第
四
条
の
二
の
四

（
略
）
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２

法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て

２

法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て

権
原
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
を
行
つ
た
結
果

権
原
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
を
行
つ
た
結
果

を
防
火
管
理
維
持
台
帳
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
編
冊
し
た

を
防
火
管
理
維
持
台
帳
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
編
冊
し
た

も
の
を
い
う
。
）
に
記
録
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け

も
の
を
い
う
。
）
に
記
録
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
条
の
三
第
五
項
の
再
講
習
の
修
了
証
の
写
し

一
の
二

第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
法
第
八
条
の
二

一

第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
法
第
八
条
の
二
第
二

第
二
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
写
し

項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
写
し

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

第
四
条
の
二
の
八
第
五
項
及
び
第
六
項
ま
で
の
通
知

四

第
四
条
の
二
の
八
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
通
知

五
～
十

（
略
）

五
～
十

（
略
）

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
防
火
対
象
物
の
点
検
基
準
）

（
防
火
対
象
物
の
点
検
基
準
）

第
四
条
の
二
の
六

（
略
）

第
四
条
の
二
の
六

（
略
）

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

高
層
建
築
物
（
高
さ
三
十
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
を

五

令
第
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
防
炎
防
火
対
象
物
に

い
う
。
）
若
し
く
は
地
下
街
又
は
令
第
四
条
の
三
第
一
項
及
び

あ
つ
て
は
、
当
該
防
炎
防
火
対
象
物
に
お
い
て
使
用
す
る
防
炎

第
二
項
の
防
火
対
象
物
に
お
い
て
使
用
す
る
法
第
八
条
の
三
第

対
象
物
品
に
、
法
第
八
条
の
三
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項

一
項
の
防
炎
対
象
物
品
に
、
同
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五

の
規
定
に
従
つ
て
、
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

項
の
規
定
に
従
つ
て
、
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

六
～
九

（
略
）

六
～
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
防
火
対
象
物
点
検
の
表
示
）

（
防
火
対
象
物
点
検
の
表
示
）

第
四
条
の
二
の
七

法
第
八
条
の
二
の
二
第
二
項
の
表
示
は
、
同
条

第
四
条
の
二
の
七

第
一
項
の
防
火
対
象
物
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て

い
る
間
に
お
い
て
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
四
条
の
二
の
四
第
一
項
の
規
定
に
従
つ
て
点
検
を
行
つ
て
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い
る
こ
と
。

二

第
四
条
の
二
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い

る
こ
と
。

２

法
第
八
条
の
二
の
二
第
二
項
の
表
示
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る

法
第
八
条
の
二
の
二
第
二
項
の
表
示
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る

様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
防
火
対
象
物
の
見
や
す
い
箇
所
に

様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
防
火
対
象
物
の
見
や
す
い
箇
所
に

付
す
る
も
の
と
す
る
。

付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
八
条
の
二
の
二
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

２

法
第
八
条
の
二
の
二
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

点
検
を
行
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
後
の
年
月
日

一

点
検
を
行
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
後
の
年
月
日

二

法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
権
原
を
有
す
る
者
の
氏
名
（

二

法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
権
原
を
有
す
る
者
の
氏
名
（

そ
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る
防
火
対
象
物
に
あ

そ
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る
防
火
対
象
物
に
あ

つ
て
は
、
当
該
防
火
対
象
物
の
共
同
防
火
管
理
協
議
会
の
代
表

つ
て
は
、
当
該
防
火
対
象
物
の
共
同
防
火
管
理
協
議
会
の
代
表

者
の
氏
名
）

者
の
氏
名
）

三

点
検
を
行
つ
た
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
の
氏
名
そ
の
他
消

三

点
検
を
行
つ
た
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
の
氏
名
そ
の
他
消

防
庁
長
官
が
定
め
る
事
項

防
庁
長
官
が
定
め
る
事
項

（
防
火
対
象
物
点
検
の
特
例
）

（
防
火
対
象
物
点
検
の
特
例
）

第
四
条
の
二
の
八

（
略
）

第
四
条
の
二
の
八

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

法
第
八
条
の
二
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
す
る
こ
と
を

５

法
第
八
条
の
二
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
す
る
こ
と
を

決
定
し
た
旨
の
通
知
に
は
、
当
該
認
定
が
効
力
を
生
じ
る
日
を
記

決
定
し
た
旨
の
通
知
に
は
、
当
該
認
定
が
効
力
を
生
じ
る
日
（
次

載
す
る
も
の
と
す
る
。

項
に
お
い
て
「
認
定
日
」
と
い
う
。
）
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る

。
６

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
後
、

当
該
通
知
に
記
載
さ
れ
る
認
定
日
ま
で
の
間
に
、
認
定
日
に
当
該

認
定
の
効
力
を
生
じ
る
こ
と
と
な
る
防
火
対
象
物
が
法
第
八
条
の

二
の
三
第
六
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と

き
は
、
当
該
認
定
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
す
る
と
と
も
に
、
申
請

者
に
対
し
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
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６

法
第
八
条
の
二
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
し
な
い
こ

７

法
第
八
条
の
二
の
三
第
三
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を

と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
理
由
を
示
し
て
、
そ

し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
理
由
を
示

の
旨
を
同
条
第
二
項
の
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
、
そ
の
旨
を
同
条
第
二
項
の
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

７

法
第
八
条
の
二
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様

８

法
第
八
条
の
二
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様

式
第
一
号
の
二
の
二
の
三
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

式
第
一
号
の
二
の
二
の
三
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
自
動
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
等
）

（
自
動
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
等
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２
～
３

（
略
）

２
～
３

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

（
略
）

七

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

へ

感
知
器
は
、
廊
下
及
び
通
路
に
あ
っ
て
は
歩
行
距
離
三
十

へ

感
知
器
は
、
廊
下
及
び
通
路
に
あ
っ
て
は
歩
行
距
離
三
十

メ
ー
ト
ル
（
三
種
の
感
知
器
に
あ
っ
て
は
二
十
メ
ー
ト
ル
）

メ
ー
ト
ル
（
三
種
の
感
知
器
に
あ
っ
て
は
二
十
メ
ー
ト
ル
）

に
つ
き
一
個
以
上
の
個
数
を
、
階
段
及
び
傾
斜
路
に
あ
つ
て

に
つ
き
一
個
以
上
の
個
数
を
、
階
段
及
び
傾
斜
路
に
あ
つ
て

は
垂
直
距
離
十
五
メ
ー
ト
ル
（
三
種
の
感
知
器
に
あ
つ
て
は

は
垂
直
距
離
十
五
メ
ー
ト
ル
（
三
種
の
感
知
器
に
あ
つ
て
は

十
メ
ー
ト
ル
）
に
つ
き
一
個
以
上
（
当
該
階
段
及
び
傾
斜
路

十
メ
ー
ト
ル
）
に
つ
き
一
個
以
上
の
個
数
を
設
け
る
こ
と
。

の
う
ち
、
令
別
表
第
一

項
か
ら
�
項
ま
で
、
�
項
イ
、
�

�

項
又
は
�
項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る

部
分
が
令
第
四
条
の
二
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
避
難
階
以

外
の
階
に
存
す
る
防
火
対
象
物
で
、
当
該
避
難
階
以
外
の
階

か
ら
避
難
階
又
は
地
上
に
直
通
す
る
階
段
及
び
傾
斜
路
の
総

数
が
二
（
当
該
階
段
及
び
傾
斜
路
が
屋
外
に
設
け
ら
れ
、
又

は
第
四
条
の
二
の
三
に
規
定
す
る
避
難
上
有
効
な
構
造
を
有

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
）
以
上
設
け
ら
れ
て
い
な
い
も

の
（
以
下
「
特
定
一
階
段
等
防
火
対
象
物
」
と
い
う
。
）
に

存
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
垂
直
距
離
七
・
五
メ
ー
ト
ル
に

(一)

(四)

(五)
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つ
き
一
個
以
上
）
の
個
数
を
、
火
災
を
有
効
に
感
知
す
る
よ

う
に
設
け
る
こ
と
。

七
の
二
～
九

（
略
）

七
の
二
～
九

（
略
）

５
～
９

（
略
）

５
～
９

（
略
）

（
自
動
火
災
報
知
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

（
自
動
火
災
報
知
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

特
定
一
階
段
等
防
火
対
象
物
に
設
け
る
受
信
機
で
、
地
区

音
響
装
置
の
鳴
動
を
停
止
す
る
ス
イ
ッ
チ
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
地
区
音
響
停
止
ス
イ
ッ
チ
」
と
い
う
。
）
を
設
け

る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
地
区
音
響
停
止
ス
イ
ッ
チ
が
地

区
音
響
装
置
の
鳴
動
を
停
止
す
る
状
態
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
停
止
状
態
」
と
い
う
。
）
に
あ
る
間
に
、
受
信
機
が

火
災
信
号
を
受
信
し
た
と
き
は
、
当
該
地
区
音
響
停
止
ス
イ

ッ
チ
が
一
定
時
間
以
内
に
自
動
的
に
（
地
区
音
響
装
置
が
鳴

動
し
て
い
る
間
に
停
止
状
態
に
さ
れ
た
と
き
は
自
動
的
に
）

地
区
音
響
装
置
を
鳴
動
さ
せ
る
状
態
に
移
行
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ニ

受
信
機
は
、
防
災
セ
ン
タ
ー
等
に
設
け
る
こ
と
。

ハ

受
信
機
は
、
防
災
セ
ン
タ
ー
等
に
設
け
る
こ
と
。

ホ
～
リ

（
略
）

ニ
～
チ

（
略
）

三
～
四

（
略
）

三
～
四

（
略
）

五

（
略
）

五

（
略
）

イ

音
圧
又
は
音
色
は
、
次
の
�
及
び
�
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

イ

音
圧
は
、
取
り
付
け
ら
れ
た
音
響
装
置
の
中
心
か
ら
一
メ

よ
る
こ
と
。

ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
で
九
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

�

取
り
付
け
ら
れ
た
音
響
装
置
の
中
心
か
ら
一
メ
ー
ト
ル

離
れ
た
位
置
で
九
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(ﾛ)

(ｲ)

(ｲ)
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�

特
定
一
階
段
等
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
デ
ィ
ス
コ
、
ラ

イ
ブ
ハ
ウ
ス
、
カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
で
室
内
又
は
室
外
の
音
響
が
聞
き
取
り
に
く
い

場
所
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
場
所
に
お
い
て
他

の
警
報
音
又
は
騒
音
と
明
ら
か
に
区
別
し
て
聞
き
取
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
～
ト

（
略
）

ロ
～
ト

（
略
）

五
の
二

（
略
）

五
の
二

（
略
）

イ

音
圧
又
は
音
色
は
、
次
の
�
及
び
�
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

イ

音
圧
は
、
取
り
付
け
ら
れ
た
音
響
装
置
の
中
心
か
ら
一
メ

よ
る
こ
と
。

ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
で
九
十
二
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と

。

�

取
り
付
け
ら
れ
た
音
響
装
置
の
中
心
か
ら
一
メ
ー
ト
ル

離
れ
た
位
置
で
九
十
二
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

�

特
定
一
階
段
等
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
デ
ィ
ス
コ
、
ラ

イ
ブ
ハ
ウ
ス
、
カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
で
室
内
又
は
室
外
の
音
響
が
聞
き
取
り
に
く
い

場
所
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
場
所
に
お
い
て
他

の
警
報
音
又
は
騒
音
と
明
ら
か
に
区
別
し
て
聞
き
取
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

六
～
九

（
略
）

六
～
九

（
略
）

（
漏
電
火
災
警
報
器
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

（
漏
電
火
災
警
報
器
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

第
二
十
四
条
の
三

（
略
）

第
二
十
四
条
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
漏
電
火
災
警
報
器
の
設
置
及

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
漏
電
火
災
警
報
器
の
設
置
及

び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す

び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

る
。

一

変
流
器
は
、
警
戒
電
路
の
定
格
電
流
以
上
の
電
流
値
（
Ｂ
種

一

変
流
器
は
、
警
戒
電
路
の
定
格
電
流
以
上
の
電
流
値
（
第
二

tono
(イ)

tono
(イ)

tono
(ロ)

tono
(ロ)

tono
(ロ)
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接
地
線
に
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
接
地
線
に
流
れ
る

種
接
地
線
に
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
接
地
線
に
流
れ

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
電
流
以
上
の
電
流
値
）
を
有
す
る
も
の
を

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
電
流
以
上
の
電
流
値
）
を
有
す
る
も
の

設
け
る
こ
と
。

を
設
け
る
こ
と
。

二

変
流
器
は
、
建
築
物
に
電
気
を
供
給
す
る
屋
外
の
電
路
（
建

二

変
流
器
は
、
建
築
物
に
電
気
を
供
給
す
る
屋
外
の
電
路
（
建

築
構
造
上
屋
外
の
電
路
に
設
け
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
あ
つ

築
構
造
上
屋
外
の
電
路
に
設
け
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
あ
つ

て
は
、
電
路
の
引
込
口
に
近
接
し
た
屋
内
の
電
路
）
又
は
Ｂ
種

て
は
、
電
路
の
引
込
口
に
近
接
し
た
屋
内
の
電
路
）
又
は
第
二

接
地
線
で
、
当
該
変
流
器
の
点
検
が
容
易
な
位
置
に
堅
固
に
取

種
接
地
線
で
、
当
該
変
流
器
の
点
検
が
容
易
な
位
置
に
堅
固
に

り
付
け
る
こ
と
。

取
り
付
け
る
こ
と
。

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

（
非
常
警
報
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
非
常
警
報
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

２

非
常
警
報
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の

２

非
常
警
報
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の

細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

非
常
ベ
ル
又
は
自
動
式
サ
イ
レ
ン
の
音
響
装
置
は
、
次
の
イ

一

非
常
ベ
ル
又
は
自
動
式
サ
イ
レ
ン
の
音
響
装
置
は
、
次
の
イ

か
ら
ハ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

か
ら
ハ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

イ

音
圧
又
は
音
色
は
、
次
の
�
及
び
�
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

イ

音
圧
は
、
取
り
付
け
ら
れ
た
音
響
装
置
の
中
心
か
ら
一
メ

よ
る
こ
と
。

ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
で
九
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

�

取
り
付
け
ら
れ
た
音
響
装
置
の
中
心
か
ら
一
メ
ー
ト
ル

離
れ
た
位
置
で
九
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

�

特
定
一
階
段
等
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
デ
ィ
ス
コ
、
ラ

イ
ブ
ハ
ウ
ス
、
カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
で
室
内
又
は
室
外
の
音
響
が
聞
き
取
り
に
く
い

場
所
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
場
所
に
お
い
て
他

の
警
報
音
又
は
騒
音
と
明
ら
か
に
区
別
し
て
聞
き
取
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

tono
(イ)

tono
(ロ)

tono
(ロ)

tono
(イ)
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（
避
難
器
具
の
設
置
個
数
の
減
免
）

（
避
難
器
具
の
設
置
個
数
の
減
免
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

避
難
階
又
は
地
上
に
通
ず
る
直
通
階
段
（
傾
斜
路
を
含
む
。

二

避
難
階
又
は
地
上
に
通
ず
る
直
通
階
段
（
傾
斜
路
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
、
第
二
十
八
条
の
三
第
三
項
第
一
号
及
び
第
四
項

以
下
「
直
通
階
段
」
と
い
う
。
）
で
、
避
難
階
段
又
は
特
別
避

第
十
号
並
び
に
第
三
十
一
条
第
六
号
に
お
い
て
「
直
通
階
段
」

難
階
段
が
二
以
上
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

と
い
う
。
）
で
、
避
難
階
段
又
は
特
別
避
難
階
段
が
二
以
上
設

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
避
難
器
具
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

（
避
難
器
具
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

第
二
十
七
条

避
難
器
具
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基

第
二
十
七
条

避
難
器
具
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基

準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

避
難
器
具
の
う
ち
、
特
定
一
階
段
等
防
火
対
象
物
又
は
そ
の

部
分
に
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い

ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
防
火
対
象

物
又
は
そ
の
階
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
状
況
並
び
に
使
用

状
況
か
ら
判
断
し
て
、
避
難
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
、
消

防
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
た

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

安
全
か
つ
容
易
に
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
バ
ル

コ
ニ
ー
等
に
設
け
る
も
の
。

ロ

常
時
、
容
易
か
つ
確
実
に
使
用
で
き
る
状
態
で
設
置
さ
れ

て
い
る
も
の
。

ハ

一
動
作
（
開
口
部
を
開
口
す
る
動
作
及
び
保
安
装
置
を
解

除
す
る
動
作
を
除
く
。
）
で
、
容
易
か
つ
確
実
に
使
用
で
き

る
も
の
。

二

避
難
器
具
（
す
べ
り
棒
、
避
難
ロ
ー
プ
、
避
難
橋
及
び
避
難

一

避
難
器
具
（
す
べ
り
棒
、
避
難
ロ
ー
プ
、
避
難
橋
及
び
避
難
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用
タ
ラ
ッ
プ
を
除
く
。
）
を
設
置
す
る
開
口
部
は
、
相
互
に
同

用
タ
ラ
ッ
プ
を
除
く
。
）
を
設
置
す
る
開
口
部
は
、
相
互
に
同

一
垂
直
線
上
に
な
い
位
置
に
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
避
難
上
支

一
垂
直
線
上
に
な
い
位
置
に
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
避
難
上
支

障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

避
難
器
具
の
設
置
の
表
示
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

特
定
一
階
段
等
防
火
対
象
物
に
お
け
る
避
難
器
具
を
設
置

し
、
又
は
格
納
す
る
場
所
（
以
下
「
避
難
器
具
設
置
等
場
所

」
と
い
う
。
）
の
出
入
口
に
は
、
当
該
出
入
口
の
上
部
又
は

そ
の
直
近
に
、
避
難
器
具
設
置
等
場
所
で
あ
る
こ
と
が
容
易

に
識
別
で
き
る
よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

ロ

避
難
器
具
設
置
等
場
所
に
は
、
見
や
す
い
個
所
に
避
難
器

二

避
難
器
具
を
設
置
し
、
又
は
格
納
す
る
場
所
に
は
、
見
や
す

具
で
あ
る
旨
及
び
そ
の
使
用
方
法
を
表
示
す
る
標
識
を
設
け

い
個
所
に
避
難
器
具
で
あ
る
旨
及
び
そ
の
使
用
方
法
を
表
示
す

る
こ
と
。

る
標
識
を
設
け
る
こ
と
。

ハ

特
定
一
階
段
等
防
火
対
象
物
に
お
け
る
避
難
器
具
設
置
等

場
所
が
あ
る
階
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ホ
ー
ル
又
は
階
段
室
（
附
室

が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
附
室
）
の
出

入
口
付
近
の
見
や
す
い
個
所
に
避
難
器
具
設
置
等
場
所
を
明

示
し
た
標
識
を
設
け
る
こ
と
。

四

避
難
は
し
ご
の
う
ち
固
定
は
し
ご
は
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で

三

避
難
は
し
ご
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

よ
り
設
け
る
こ
と
。

イ

固
定
は
し
ご
は
、
次
の
�
か
ら
�
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
こ
と
。

イ

固
定
は
し
ご
は
、
防
火
対
象
物
の
柱
、
床
、
は
り
そ
の
他

�

固
定
は
し
ご
は
、
防
火
対
象
物
の
柱
、
床
、
は
り
そ
の

構
造
上
堅
固
な
部
分
又
は
堅
固
に
補
強
さ
れ
た
部
分
に
取
り

他
構
造
上
堅
固
な
部
分
又
は
堅
固
に
補
強
さ
れ
た
部
分
に

付
け
る
こ
と
。

取
り
付
け
る
こ
と
。

ロ

固
定
は
し
ご
は
、
ボ
ル
ト
締
め
、
埋
込
み
、
溶
接
そ
の
他

�

固
定
は
し
ご
は
、
ボ
ル
ト
締
め
、
埋
込
み
、
溶
接
そ
の

の
方
法
で
堅
固
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

他
の
方
法
で
堅
固
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

ハ

固
定
は
し
ご
の
横
さ
ん
は
、
防
火
対
象
物
か
ら
十
セ
ン
チ

�

固
定
は
し
ご
の
横
さ
ん
は
、
防
火
対
象
物
か
ら
十
セ
ン

メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
に
設

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う

tono
(ロ)

tono
(ハ)

tono
(イ)
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け
る
こ
と
。

に
設
け
る
こ
と
。

ニ

固
定
は
し
ご
の
降
下
口
の
大
き
さ
は
、
直
径
五
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
上
の
円
が
内
接
す
る
大
き
さ
で
あ
る
こ
と
。

ホ

四
階
以
上
の
階
に
固
定
は
し
ご
を
設
け
る
と
き
は
、
イ
か

ロ

四
階
以
上
の
階
に
避
難
は
し
ご
を
設
け
る
と
き
は
、
金
属

ら
ニ
ま
で
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
�
か
ら
�
に
定
め
る
と
こ
ろ

製
の
固
定
は
し
ご
を
設
け
る
こ
と
と
し
、
当
該
固
定
は
し
ご

に
よ
る
こ
と
。

は
、
イ
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
�
及
び
�
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

�

固
定
は
し
ご
は
、
金
属
製
で
あ
る
こ
と
。

よ
る
こ
と
。

�

固
定
は
し
ご
は
、
安
全
か
つ
容
易
に
避
難
す
る
こ
と
が

�

固
定
は
し
ご
は
、
安
全
か
つ
容
易
に
避
難
す
る
こ
と
が

で
き
る
構
造
の
バ
ル
コ
ニ
ー
等
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し

で
き
る
構
造
の
バ
ル
コ
ニ
ー
等
に
設
け
る
こ
と
。

、
当
該
固
定
は
し
ご
に
乗
り
移
る
際
及
び
降
下
す
る
際
の

落
下
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

�

固
定
は
し
ご
の
降
下
口
は
、
直
下
階
の
降
下
口
と
相
互

�

固
定
は
し
ご
の
降
下
口
は
、
直
下
階
の
降
下
口
と
相
互

に
同
一
垂
直
線
上
に
な
い
位
置
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し

に
同
一
垂
直
線
上
に
な
い
位
置
に
設
け
る
こ
と
。

、
避
難
上
及
び
安
全
上
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

四
の
二

避
難
は
し
ご
の
う
ち
つ
り
下
げ
は
し
ご
は
、
次
の
イ
か

ハ

つ
り
下
げ
は
し
ご
は
、
次
の
�
か
ら
�
ま
で
に
定
め
と
こ

ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

つ
り
下
げ
は
し
ご
の
取
付
け
具
は
、
防
火
対
象
物
の
柱
、

�

つ
り
下
げ
は
し
ご
の
取
付
け
具
は
、
防
火
対
象
物
の
柱

床
、
は
り
そ
の
他
構
造
上
堅
固
な
部
分
又
は
堅
固
に
補
強
さ

、
床
、
は
り
そ
の
他
構
造
上
堅
固
な
部
分
又
は
堅
固
に
補

れ
た
部
分
に
つ
り
下
げ
は
し
ご
を
容
易
に
取
り
付
け
る
こ
と

強
さ
れ
た
部
分
に
つ
り
下
げ
は
し
ご
を
容
易
に
取
り
付
け

が
で
き
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
堅
固
な
窓
台
そ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
堅
固

の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
直
接
つ
り
下
げ
は
し
ご
を
つ
り

な
窓
台
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
直
接
つ
り
下
げ
は

下
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
取
付
け
具
を
設
け
る
こ
と

し
ご
を
つ
り
下
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
取
付
け
具

を
要
し
な
い
。

を
設
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

ロ

イ
の
取
付
け
具
（
避
難
器
具
用
ハ
ッ
チ
を
除
く
。
）
に
用

�

�
の
取
付
け
具
に
用
い
る
材
料
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ

い
る
材
料
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
一
若
し
く
は
Ｇ
三

三
一
〇
一
若
し
く
は
Ｇ
三
四
四
四
に
適
合
す
る
も
の
又
は

四
四
四
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
強
度

こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
強
度
及
び
耐
久
性
を
有
す
る
も
の

及
び
耐
久
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
耐
食
性
を
有

で
あ
り
、
か
つ
、
耐
食
性
を
有
し
な
い
材
質
の
も
の
に
あ

tono
(ｲ)

tono
(ﾛ)

tono
(ﾊ)

tono
(ﾛ)

tono
(ｲ)

tono
(ｲ)

tono
(ｲ)

tono
(ｲ)

tono
(ｲ)

tono
(ﾛ)

tono
(ﾊ)

tono
(ﾛ)

tono
(ｲ)

tono
(ﾊ)



- 12 -

し
な
い
材
質
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
耐
食
加
工
を
施
し
た
も

つ
て
は
、
耐
食
加
工
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
で
あ
る
こ
と
。

�

つ
り
下
げ
は
し
ご
の
横
さ
ん
は
、
使
用
の
際
、
防
火
対

ハ

つ
り
下
げ
は
し
ご
の
横
さ
ん
は
、
使
用
の
際
、
防
火
対
象

象
物
か
ら
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
保
有
す
る

物
か
ら
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
保
有
す
る
こ
と

こ
と
と
な
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

と
な
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

ニ

四
階
以
上
の
階
に
つ
り
下
げ
は
し
ご
を
設
け
る
と
き
は
、

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
�
か
ら
�
ま
で
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

�

つ
り
下
げ
は
し
ご
は
、
金
属
製
で
あ
る
こ
と
。

�

安
全
か
つ
容
易
に
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
バ

ル
コ
ニ
ー
等
に
設
け
、
か
つ
、
取
付
け
具
は
避
難
器
具
用

ハ
ッ
チ
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
つ
り
下
げ
は
し
ご

へ
に
乗
り
移
る
際
及
び
降
下
す
る
際
の
落
下
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

�

つ
り
下
げ
は
し
ご
の
降
下
口
は
、
直
下
階
の
降
下
口
と

相
互
に
同
一
垂
直
線
上
に
な
い
位
置
に
設
け
る
こ
と
。
た

だ
し
、
避
難
上
及
び
安
全
上
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五
～
十

（
略
）

四
～
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

別
表
第
一

（
第
四
条
の
二
の
七
関
係
）

別
表
第
一

（
第
四
条
の
二
の
七
関
係
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

色
彩
は
、
地
を
白
色
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
次
の
表

三

色
彩
は
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

tono
(ﾊ)

tono
(ｲ)

tono
(ﾊ)

tono
(ﾛ)

tono
(ｲ)

tono
(ﾊ)
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別
表
第
一
の
二

（
第
四
条
の
二
の
九
関
係
）

別
表
第
一
の
二

（
第
四
条
の
二
の
九
関
係
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

色
彩
は
、
地
を
白
色
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
次
の
表

三

色
彩
は
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
（
第
二
条
の
三
関
係
）

別
記
様
式
第
一
号
（
第
二
条
の
三
関
係
）

（
略
…
様
式
変
更
）

（
略
）

別
記
様
式
第
一
号
の
二
の
二
（
第
四
条
関
係
）

別
記
様
式
第
一
号
の
二
の
二
（
第
四
条
関
係
）

（
略
…
様
式
変
更
）

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
四
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第

一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
十

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

次
条
の
規
定

平
成
十
七
年
四
月
一
日

二

第
二
条
の
三
の
改
正
規
定
、
第
四
条
の
二
の
四
第
二
項
第
一

号
を
同
項
第
一
号
の
二
と
し
、
同
号
の
前
に
一
号
を
加
え
る
改

正
規
定
並
び
に
別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
一
号
の
二

の
二
の
改
正
規
定

平
成
十
八
年
四
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第

三
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ

た
防
火
管
理
に
関
す
る
講
習
を
行
う
機
関
は
、
前
条
第
二
号
に
規
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定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に

お
い
て
も
改
正
後
の
消
防
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
再
講
習
を
行
い
、
同
条

第
五
項
に
規
定
す
る
修
了
証
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
修
了
証
の
効
力
は
、
施
行
日
か
ら
生
ず
る

も
の
と
す
る
。

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
防
火
対
象
物
若
し

く
は
そ
の
部
分
又
は
現
に
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移
転
、
修
繕
若

し
く
は
模
様
替
え
の
工
事
中
の
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分

に
お
け
る
自
動
火
災
報
知
設
備
、
非
常
警
報
設
備
及
び
避
難
器
具

に
係
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
二
十
三

条
第
四
項
第
七
号
ヘ
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
四
条
の
三
第
三
項

第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
イ
、
第

二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。




